
「『子育て世帯給付金』再支給法案」（通称）の提出について 

 

１．法案提出の趣旨 

 私たちは、新型コロナに関する影響によって、より厳しい状況におかれている低所得

の子育て世帯を支援するため、本年１月 22 日に「『子どもの貧困』給付金法案」を提出

した。その後、３月になり、ようやく政府は、我たちの法案で支給対象としていた低所

得のふたり親世帯についても対象とする「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給する

ことを決定した。しかし、その支給時期については、ひとり親世帯へは５月、ふたり親

世帯へは６月下旬以降とも報道されており、あまりにも遅いと言わざるを得ない。 

 そうした中、新型コロナに関する影響が長期化し、相次ぐ緊急事態宣言やまん延防止等重

点措置により、生活の厳しさは増しており、当事者からは、給付金を再支給してもらわなけ

れば生活を維持していくことができないとの悲鳴が上がっている。支援者団体の調査による

と、今年２月時点で、都内のひとり親家庭の約１割の小学生の体重が減少し、約３割の家庭

で米などの主食が買えないことがあったという厳しい暮らし向きが明らかになっている。 

 ついては、今回も同様に、政府が３月に支給を決定した「子育て世帯生活支援特別給付金」

と同内容の給付金を９月末までに支給する法律案を提出することで、与野党協議による法

案の成立や政府による再支給の決断が可能と考えられる。 

 

２．法案の主な内容 

○ 政府が３月に支給を決定した「子育て世帯生活支援特別給付金」と同内容の給付

金を９月末までに支給するものとすること。 

 ※この法案により給付金の再支給が実現した場合、支給対象者は概ね把握できているので早急に給
付金を支給することが可能と考えられる。 

 
【参考】政府が３月に支給を決定した「子育て世帯生活支援特別給付金」の概要 


